
第４期 士別市男女共同参画行動計画 【概要版】

1．計画の目的

女性の地位を向上させるだけでなく、すべての人が性別にとらわれず、仕事・家庭・地域活動など、あら

ゆる分野で平等に活躍できる社会を築くことを目指す。

すべての市民がいきいきと自分らしく暮らすため、市民や関係団体、企業、行政がそれぞれの役割のも

と、一体となって取り組むための指針となる「第４期士別市男女共同参画行動計画」を策定する。

2．計画の位置づけ

・男女共同参画社会基本法（第 14 条第３項）

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（第６条第２項）

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（第２条の３第３項）

・士別市男女共同参画推進条例（第 15 条）

3．計画期間

令和８（2026）年度から令和 15（2033）年度までの８年間

４．目標数値

項目
現状

（令和７(2025)年）

目標（期限）

（令和 15(2033)年）

配偶者からの暴力に対する相談窓口の認知度 37.3％

50％

男女平等に関する満足度

（家庭生活（家事・育児・介護））
49.3％

男女平等に関する満足度

（職場（採用・処遇・労働環境））
43.4％

男女平等に関する満足度

（地域（自治会・サークル活動））
34.0％

男性も家事や子育てに積極的に関わり、ワーク・ライフ・

バランスを図るべきであると思う人の割合
87.7％ 95％

審議会・委員会等への女性の登用率（あて職を含む） 36.74％ 40％


